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「令和７年度がん予防標語コンクール」業務委託募集要領 

 

１ 「令和７年度がん予防標語コンクール」業務の委託について 

群馬県では、がん検診受診率の向上を図る目的で、がん検診の対象年齢以外にも広くがん検診に

ついて考えるきっかけをつくり、県民全体のがん検診受診意識を醸成する、がん予防標語コンクー

ルを実施するため、公募型プロポーザル方式により事業者を募集します。 

本要領は、その募集の内容、選定の手続等について定めます。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務名称 「令和７年度がん予防標語コンクール」業務 

（２）業務内容 委託仕様書のとおり 

（３）委託期間 契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）委託業務の実施場所 委託事業者の実施場所 

（５）委託料の積算額上限 １，４９１，９００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※企画提案に要する経費は含みません（提案者の負担とします）。 

 

３ 応募資格 

  次の条件を全て満たしていること。 

（１）県内に本店、支店又は営業所を置く者であること 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していない者 

（３）破産宣告を受け復権していない者でない者  

（４）銀行取引停止処分を受けている者でない者  

（５）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生法(平成 

１１年法律２２５号)に基づく再生手続の申立てがなされている者ではないこと 

（６）国税及び地方税を滞納していない者 

（７）群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でない者 

（８）暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと 

（９）当該事業を実施する能力を有する者であること 

 

４ 企画提案に係る質問書 

質問がある場合は、以下により、「プロポーザル質問書」（様式１）にて質問してください。 

（１）提出方法 電子メール（電話にて着信確認を行ってください。） 

（２）提出期限 令和７年４月２８日（月）１７：００必着 

（３）提出先 E-mail  chouju@pref.gunma.lg.jp（電話027-226-2619） 
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（４）質問に対する回答 

回答は、電子メール等にて送付します。ただし、軽微な質問については、口頭により回答する

場合もあります。 

 

５ 企画提案書の提出 

事業者は、以下に基づき、事業に関する企画提案書を提出してください。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書（様式２）                   【正本１部、副本５部】 

イ 業務実施体制（様式３）                  【６部】 

ウ 委託費用積算書（自由様式）                【６部】 

エ 法人登記簿謄本（３か月以内に発行されたもの。コピー可）＊ 【１部】 

オ 法人の直近会計年度の決算書＊               【１部】 

カ 課税（免税）事業者届出書（様式４）            【１部】 

キ 納税証明書                        【１部】 

ク 暴力団排除に関する誓約書（様式５）＊           【１部】 

ケ 個人情報保護に係る責任体制報告書（様式６）        【１部】 

コ その他資料（会社概要がわかるパンフレット等）       【６部】 

 （「＊」の付いた資料は「物件等購入資格者名簿」搭載者は提出不要） 

 

（２）提出方法   

ア 提出方法 郵送又は持参 

持参の場合は、平日の８：３０～１７：００に来庁してください。 

イ 提出期限 令和７年５月１６日（金）１７：００必着 

ウ 提出先   群馬県健康福祉部健康長寿社会づくり推進課 がん対策推進係 

            〒371-8570 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県庁本庁舎１４階 

 

（３）応募書類等の取扱い 

・提出された企画提案書等の書類は返却しません。 

・提出された一切の書類は、この募集に関する事務以外の目的では使用しません。 

・選定に必要な範囲において複製を作成することがあります。 

・提出された書類は、公文書開示請求により群馬県情報公開条例等に基づき開示することがあり        

ます。 
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６ 審査 

（１）審査方法 

県において、企画提案書の内容を審査します。審査は書類審査のみとし、事業者からのプレゼ 

ンテーションは実施しません。 

 ただし、審査をする上で必要が生じた場合に、ヒアリング等を実施することがあります。 

 

（２）選定基準 

概ね以下の選定基準に基づき審査します。 

ア 事業全般 

(ア) 今回のコンクールに関する考え方は、本事業の目的と合っているか 

(イ) 積算費用は、委託する業務内容に対して妥当か 

(ウ) 事業執行に十分な体制があるか 

(エ) 法人の持っている知見や能力を活かした事業展開となっているか 

イ 事業詳細 

(ア)コンクールの周知・広報に工夫はあるか 

(イ)賞品の準備・発送、応募受付について、方法は工夫があり適切か（景品表示法の 

理解等を含む） 

 

（３）優先交渉者（契約交渉の相手方）の選定方法 

審査委員による評価点の合計点により優先交渉者を選定し、速やかに書面にて全応募者に結果

を通知します。 

 

７ 契約 

（１）優先交渉者の企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な内容及び委託 

金額については、県との交渉で決定します。 

（２）上記交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合があります。 

（３）契約締結に必要な経費は受託者の負担とします。 

（４）委託により作成された成果品に関する全ての権利は、群馬県に帰属します。 

 

８ スケジュール 

（１）質問受付期間 

 令和７年４月  日（ ）～４月２８日（月）１７時まで（必着） 

（２）企画提案受付期間 

令和７年４月  日（ ）～５月１６日（金）１７時まで（必着） 
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（３）書類審査期間 

令和７年５月２３日（金）～５月３０日（金） 

（４）選考結果の通知 

  令和７年６月上旬 

（５）契約締結、委託事業開始 

  令和７年６月中旬 

 

９ 注意事項 

（１）このプロポーザルの参加に要する経費は、全て事業者の負担とします。 

（２）提出された企画提案書等の書類は返却しません。 

（３）提出された一切の書類は、この募集に関する事務以外の目的では使用しません。 

また、選定に必要な範囲において複製を作成することがあります。 

（４）提出された書類は、公文書開示請求により群馬県情報公開条例等に基づき開示することがあり

ます。 

（５）提出期限後の事業者の都合による追加書類の提出、再提出及び差替えは一切認めません。 

（６）提出された書類等に虚偽がある場合は、失格とすることがあります。 

また、これにより県が損害を被った場合には、賠償を請求することがあります。 

（７）このプロポーザルの参加に係る手続、提出書類で使用する言語及び通貨については、日本語 

及び日本国通貨とします。 

（８）受託者が、契約に違反したとき又は履行が不完全であったときは、契約を解除することがあり

ます。この場合においても、受託者の損害を補償することはしません。 

 

10 担当所属 

  群馬県健康福祉部健康長寿社会づくり推進課 がん対策推進係 

  〒371-8570 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県庁本庁舎１４階 

電話 027-226-2619 / FAX 027-243-2044 / E-mail  chouju@pref.gunma.lg.jp 


